
自治体情報システムの標準化について

情報システムの標準化対象範囲
児童手当、住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、
個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、国民健康保
険、国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、
生活保護、健康管理、児童扶養手当、子ども・子育て支援、

戸籍、戸籍附票、印鑑登録

〇基幹システム標準化・共通化移行対応スケジュール（案）
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（順次情報収集・準備） ★

※標準化対象システムの改修に伴い、業務見直しが必要となる課（例：会計課）

工程 担当
2024年度／令和6年度 2025年度／令和7年度

構築作業

分科会で標準仕様の運用検討

本

稼
働

オプション機能検討・開発

特定個人情報保護評価（PIA)

条例・規則の改正　6月議会想定

データ移行（データ補正）

システムテスト・運用テスト

研修

子ども・家庭若者課
総務課
税務課

学校教育課
保険年金課
障害福祉課
介護保険課

人とくらしのサポートセンター
健康増進課

子育て相談センター
市民課
※
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